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 まん延防止等重点措置に伴う学校の対応について（お知らせ） 

 

  大寒の候、皆様にはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。また、学校における新型コロナウイルス感染

症対策について御理解・御協力いただき感謝いたします。 

  現在、本校では、先日御家庭にお配りした「まん延防止等重点措置の決定に伴う県立学校における部活動の取扱

い」を踏まえさて、感染症対策に取り組んでいるところです。 

  しかしながら、県全体では、感染症により学年閉鎖や学級閉鎖を行う学校が急増するなど、かつてないスピード

で感染が拡大しています。そこで感染対策を強化するため、令和４年１月２５日埼玉県新型感染症専門家会議が開

催され、「まん延防止等重点措置に伴う県立学校の対応（一部強化）」が決定されました。 

  つきましては、本校も決定に従い以下の対応を実施いたします。御理解・御協力賜りますようお願いいたします。 

  なお、御家庭におかれましても、引き続き対策の徹底に努めていただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

   

記 

 

（１） 期間  令和４年１月２６日（水）～令和４年２月１３日（日） 

       ※まん延防止等重点措置の適用期間の変更等により、期間変更の可能性があります。 

 

（２） 登校について 

   ア 現時点では通常登校とする。 

   イ 学校や地域の感染状況等を踏まえ、必要があればオンライン学習等を活用した分散登校を行う。 

 

（３） 授業について 

   ア 以下の活動を自粛する。 

     ・音楽：近距離で行う合唱及び管楽器演奏  ・理科：近距離で活動する実験及び観察 

     ・家庭科：調理実習 ・保健体育：密集したり組み合ったり接触したりする運動、発声を伴う運動 

 

（４） 部活動について 

平日 週休日・休日の活動 校外活動 泊を伴う活動 

２日以内（各９０分以内） 禁止 禁止 禁止 

   ※ 上記の活動日数や時間によらず、可能な限り活動を自粛する。なお、可能な限りの感染対策を講じても生徒

の安全を確保することができない場合は、活動を中止する。 

  ※ 当該期間が対外運動競技大会やコンクール等 の当日から起算して１４日以内に該当する場合は、従来の部活

動の方針に基づく活動を認める（泊を伴う活動は除く）。ただし、練習試合等については、県内のみ自校含め２

校までとする。 

  ※ 大会に向けた練習ついては、登録選手限る等、必要最小限の人数とする。 

  ※ 部活動内で新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合は、原則1週間活動を停止する。 

 

  〇期間中の各部活動の日程等につきましては、各部顧問から生徒を通じてお伝えいたします。御協力のほどよろ

しくお願いいたします。 
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